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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体組織に穿刺される針管を備えていて、超音波内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱
される超音波内視鏡用穿刺針において、
　上記針管の先端付近の外周面を、予め化学研磨処理又は電解研磨処理が施された面に対
してサンドブラスト処理を施すことにより加工した粗面としたことを特徴とする超音波内
視鏡用穿刺針。
【請求項２】
　上記針管の先端付近の外周面が、サンドブラスト処理により形成された粗面状態をその
まま残している請求項１記載の超音波内視鏡用穿刺針。
【請求項３】
　上記針管が、可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置されている請求項１又は
２記載の超音波内視鏡用穿刺針。
【請求項４】
　生体組織に穿刺される針管を備えていて、超音波内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱
される超音波内視鏡用穿刺針の製造方法において、
　上記針管の素材パイプの先端を斜めにカットしたあと、上記針管の先端部分に化学研磨
処理又は電解研磨処理を施してから、上記針管の先端付近の外周面の上記化学研磨処理又
は上記電解研磨処理を施した部位にサンドブラスト処理を施すことを特徴とする超音波内
視鏡用穿刺針の製造方法。
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【請求項５】
　上記針管の先端付近の外周面にサンドブラスト処理が施される際に、上記針管の先端カ
ット部がサンドブラスト処理されないように保護マスクで被覆される請求項４記載の超音
波内視鏡用穿刺針の製造方法。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して体腔内に導かれ、生体組織
の採取や薬液の注射等に用いられる超音波内視鏡用穿刺針とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して体腔内に導かれた超音波内視鏡用穿刺針
の針管の先端部分は、超音波内視鏡の先端に配置された超音波プローブによる超音波走査
領域に突き出されて、生体組織の断層像等と共に超音波の反射エコー像として観察される
。
【０００３】
　しかし、体内に突出される超音波内視鏡用穿刺針の針管の先端部分は直径が例えば１ｍ
ｍにも満たない細いものなので、超音波の反射エコー強度が極めて小さく、針管の明瞭な
超音波画像を得ることができない場合が少なくない。
【０００４】
　そこで、針管の先端付近の外周面をサンドブラスト処理で微細な凹凸のある粗面に形成
することにより、超音波の反射エコー強度を増大させて、針管の明瞭な超音波エコー画像
を得ることができるようにしたものがある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１２３３３１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　針管の製造に際しては、針管の先端付近の外周面をサンドブラスト処理で微細な凹凸の
ある粗面に形成する前又は後に、素材パイプの先端を尖った状態に斜めにカットする工程
が必要となる。
【０００７】
　ただし、そのようにして斜めにカットされた針管の最先端部にはバリ等が残っている場
合が多い。そこで従来は、最後に針管の先端部分を強酸等の薬液に浸すいわゆる化学研磨
処理を施してから、針管全体を洗浄していた。
【０００８】
　しかし、そのような化学研磨処理が施されると、サンドブラスト処理で針管の表面に形
成された微細な凹凸の各々の突端部が、図４に例示されるように丸められて全体がある程
度平滑化してしまい、その結果、超音波エコーの反射強度が低下して針管の超音波エコー
像の明瞭さが低下していた。
【０００９】
　本発明は、針管の外周面にサンドブラスト処理で形成された凹凸を平滑化させてしまう
ことなく、明瞭な超音波エコー像を得ることができる針管をコストアップなく製造するこ
とができる超音波内視鏡用穿刺針とその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明の超音波内視鏡用穿刺針は、生体組織に穿刺される
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針管を備えていて、超音波内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される超音波内視鏡用穿
刺針において、上記針管の先端付近の外周面を、予め化学研磨処理又は電解研磨処理が施
された面に対してサンドブラスト処理を施すことにより加工した粗面としているものであ
る。
【００１１】
　なお、針管の先端付近の外周面が、サンドブラスト処理により形成された粗面状態をそ
のまま残しているとよく、針管が、可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置され
ていてもよい。
【００１２】
　また、本発明の超音波内視鏡用穿刺針の製造方法は、生体組織に穿刺される針管を備え
ていて、超音波内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される超音波内視鏡用穿刺針の製造
方法において、上記針管の素材パイプの先端を斜めにカットしたあと、上記針管の先端部
分に化学研磨処理又は電解研磨処理を施してから、上記針管の先端付近の外周面の上記化
学研磨処理又は上記電解研磨処理を施した部位にサンドブラスト処理を施すものである。
【００１３】
　なお、針管の先端付近の外周面にサンドブラスト処理が施される際に、針管の先端カッ
ト部がサンドブラスト処理されないように保護マスクで被覆されるとよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、針管の先端付近に化学研磨処理又は電解研磨処理が施された後に先端
付近の外周面がサンドブラスト処理により粗面に加工されることにより、サンドブラスト
処理で針管の外周面に形成された凹凸を平滑化させてしまうことなく、明瞭な超音波エコ
ー像を得ることができる針管をコストアップなく製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例における超音波内視鏡用穿刺針の先端部分の斜視図である。
【図２】本発明の実施例における超音波内視鏡用穿刺針の粗面領域の顕微鏡的拡大断面図
である。
【図３】本発明の実施例における超音波内視鏡用穿刺針の全体構成図である。
【図４】従来の超音波内視鏡用穿刺針の粗面領域の顕微鏡的拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図３は、超音波内視鏡用穿刺針１０が公知の超音波内視鏡２０の処置具挿通チャンネル
２１に挿通されて、超音波内視鏡用穿刺針１０の先端部分が処置具挿通チャンネル２１の
先端部分から突出した状態を示している。２３は、超音波内視鏡２０の挿入部２２の先端
に配置された超音波プローブである。
【００１７】
　超音波内視鏡用穿刺針１０は、処置具挿通チャンネル２１内に挿脱自在な可撓性シース
１１内に、軸線方向に進退自在に可撓性の針管１２が挿通配置された構成を備えている。
針管１２としては、例えば薄肉厚のステンレス鋼パイプ又はその他の金属パイプ材を用い
ることができる。
【００１８】
　可撓性シース１１としては、例えば四フッ化エチレン樹脂チューブやＰＥＥＫ（ポリエ
ーテルエーテルケトン）樹脂チューブ等のような可撓性チューブ、又はステンレス鋼線を
一定の径で管状に巻いたコイルパイプ等を用いることができる。
【００１９】
　可撓性シース１１の基端には筒状の把持部１３が連結されていて、針管１２の基端に連
結された針元口金１４が把持部１３の基端部から外方に突出している。針管１２と針元口
金１４は可撓性シース１１と把持部１３に対して軸線方向にスライド自在であり、把持部
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１３に対して針元口金１４をスライド操作することにより、可撓性シース１１の先端１１
ａから針管１２の先端を突没させることができる。
【００２０】
　したがって、可撓性シース１１を処置具挿通チャンネル２１内に挿脱する際には針管１
２を可撓性シース１１の先端１１ａ内に没入させておき、図３に示されるように、可撓性
シース１１の先端１１ａが処置具挿通チャンネル２１の先端から突出したら、針管１２を
可撓性シース１１の先端１１ａから突出させて、針管１２の先端を生体組織に穿刺し、針
元口金１４に注射筒等を接続して生体組織の吸引採取や薬液注射等を行うことができる。
【００２１】
　そのようにして超音波プローブ２３の超音波走査範囲３０内に突出された針管１２の先
端部分は、生体組織の断層像等と共に超音波の反射エコー像として観察され、図示されて
いないモニタ画面にその像が描出される。　　　　　　　
【００２２】
　図１は、そのような超音波内視鏡用穿刺針の針管１２の先端部分を拡大して示している
。針管１２の外径（直径）は例えば０．６～０．８ｍｍ程度であり、肉厚は例えば０．１
ｍｍ程度である。
【００２３】
　針管１２を製造する際には、まず針管１２の素材である例えばステンレス鋼パイプ材等
の金属パイプ材の先端を、機械加工で鋭く尖った状態に斜めにカットする。１２ａがその
先端カット部である。
【００２４】
　次いで、先端カット部１２ａ全体を含め針管１２の先端部分を、例えば硫酸溶液等のよ
うな強酸性の薬液中等に浸漬する化学研磨処理を施して、先端カット部１２ａの機械加工
時に発生したバリを溶解除去する。なお、化学研磨処理に代えて電解研磨処理等を施して
もよい。
【００２５】
　そして、化学研磨処理が終わった後に、針管１２の先端付近の領域の外周面にサンドブ
ラスト処理を施して、針管１２の表面を微細な凹凸のある粗面に形成する。１２ｂがその
粗面領域である。
【００２６】
　針管１２に対するサンドブラスト処理のやり方は特開平５－１２３３３１等により公知
なので、その詳細な説明は省略するが、サンドブラスト処理に用いられるビーズの径は例
えば０．１～０．２ｍｍ程度である。
【００２７】
　なお、サンドブラスト処理が施される際には、針管１２の先端カット部１２ａを図示さ
れていない保護マスクで被覆して、先端カット部１２ａがサンドブラスト処理されないよ
うにしておく。そうすることにより、先端カット部１２ａの切れ味が低下しない。保護マ
スクとしては、例えばシリコン製のチューブ等を用いることができる。
【００２８】
　そして、サンドブラスト処理が終了したら、保護マスクを取り外してから、針管１２を
溶解しないイソプロピルアルコール等で超音波洗浄することにより、針管１２の先端部分
の加工工程が終了する。
【００２９】
　このようにして針管１２の先端付近の外周面に形成された粗面領域１２ｂには、例えば
図２に示されるように、サンドブラスト処理により形成された微細な凹凸からなる粗面状
態が全く平滑化されることなくそのまま残されている。その結果、超音波の反射エコー強
度を増大させる機能が十分に発揮されて、針管１２の明瞭な超音波エコー像を得ることが
できる。
【００３０】
　また、先端カット部１２ａの切れ味に悪影響もなく、従来と比べて針管１２を製造する
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ることができる。
【００３１】
  なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば、針管１２は単一パイプ
であってもよいが、径が相違する複数のパイプ材を二重以上に重ね合わせて形成されたも
のであっても差し支えない。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　超音波内視鏡用穿刺針
　１１　可撓性シース
　１２　針管
　１２ａ　先端カット部
　１２ｂ　粗面領域
　２０　超音波内視鏡
　２１　処置具挿通チャンネル
　２３　超音波プローブ

【図１】

【図２】

【図３】
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